
令
和
五
年
八
月
十
四
日

一

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

令

和

五

年

第

四

三

四

号

八
月
十
四
日

（　月 曜 日　）

目
　
　
　
　
　
　
　
次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）  

一

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
対
す
る
決
定  

一

大
分
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
対
す
る
決
定  

三

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧
（
四
件
）  

四

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
八
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
　
用
　
開
　
始
　
区
　
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
豊
前
耶
馬
溪
線

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
川
原
口
字
ナ
ル
八
四
番
四

地
先
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
川
原
口
字
ナ
ル
四
一
番
二

ま
で

令
五
・
　
八
・
一
四

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
八
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
　
用
　
開
　
始
　
区
　
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
別
府
挾
間
線

由
布
市
挾
間
町
赤
野
字
後
ケ
谷
七
二
九
番
一
〇
か
ら

由
布
市
挾
間
町
挾
間
字
城
畑
四
八
番
一
三
ま
で

令
五
・
　
八
・
一
四

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

　
令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
し
、
大
分
市
舞
鶴
町
一
丁
目

十
二
番
十
七
号
首
藤
淑
子
か
ら
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
一
　
　
　
木
　
　
　
俊
　
　
　
葊
　

決
　

　
　

定
　

　
　

書

大
分

県
大

分
市

舞
鶴

町
１

丁
目

１
２

番
１

７
号

異
議

申
出

人
　

首
藤

　
淑

子
　

　
　

　
　

　
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
５

年
４

月
２

４
日

付
け

で
提

起
さ

れ
た

同
年

４
月

９
日

執
行

の
大

分
県

知
事

選
挙

（
以

下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

に
つ

い
て

、
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お
り

決
定

す
る

。
主

　
            文



令
和
五
年
八
月
十
四
日

二

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
）

　
本

件
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
。

理
　

            由

第
１

　
異

議
申

出
の

要
旨

　
申

出
人

は
、

本
件

選
挙

を
無

効
と

す
る

決
定

を
求

め
て

、
本

委
員

会
に

対
し

異
議

を
申

し
出

た
も

の
で

あ
る

。

１
　

異
議

申
出

の
理

由
　

異
議

申
出

の
理

由
を

要
約

す
る

と
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
　

申
出

人
は

平
成

２
７

年
の

大
分

県
知

事
選

挙
の

立
候

補
予

定
者

で
あ

り
、

平
成

３
１

年
の

大
分

県
知

事
選

挙
の

立
候

補
者

だ
っ

た
が

、
平

成
２

７
年

の
選

挙
の

際
は

、
供

託
金

を
納

入
し

た
直

後
、

大
分

県
警

と
消

防
隊

員
に

２
か

月
も

の
長

き
に

渡
り

拉
致

監
禁

さ
れ

選
挙

妨
害

及
び

虐
殺

未
遂

を
受

け
た

。
　

申
出

人
や

家
族

の
命

が
狙

わ
れ

る
よ

う
な

状
況

で
、

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

が
選

挙
を

執
り

行
っ

て
許

さ
れ

る
理

由
が

な
い

。
　

令
和

４
年

７
月

６
日

に
、

申
出

人
が

平
成

３
１

年
４

月
２

２
日

と
２

４
日

に
提

出
し

た
大

分
県

知
事

選
挙

の
選

挙
の

効
力

及
び

当
選

の
効

力
に

係
る

異
議

申
出

書
を

情
報

公
開

請
求

し
た

が
、

申
出

人
が

提
出

し
た

異
議

申
出

書
で

は
な

く
改

ざ
ん

さ
れ

て
い

た
。

　
こ

の
よ

う
な

状
況

下
で

実
施

さ
れ

た
本

件
選

挙
は

無
効

で
あ

る
。

第
２

　
決

定
の

理
由

　
当

委
員

会
は

、
申

出
人

が
本

件
選

挙
の

選
挙

人
で

あ
り

、
本

件
異

議
の

申
出

が
形

式
的

要
件

を
備

え
た

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
適

法
な

も
の

と
認

め
、

受
理

し
た

後
、

慎
重

に
審

理
を

行
っ

た
。

・
　

選
挙

が
無

効
と

さ
れ

る
の

は
、

公
職

選
挙

法
第

２
０

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

が
あ

る
と

き
で

、
か

つ
、

そ
の

規
定

違
反

が
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
場

合
に

限
ら

れ
る

。
 

・
　

こ
こ

で
い

う
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

が
あ

る
と

き
」

と
は

 「
主

と
し

て
、

選
挙

管
理

の
任

に
あ

る
機

関
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

に
関

す
る

明
文

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

が
あ

る
と

き
又

は
直

接
か

よ
う

な
明

文
の

規
定

は
存

在
し

な
い

が
選

挙
法

の
基

本
理

念
た

る
選

挙
の

自
由

公
正

の
原

則
が

著
し

く
阻

害
さ

れ
る

と
き

を
指

す
も

の
」（

昭
和

２
７

年
１

２

月
４

日
最

高
裁

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

・
　

ま
た

 「
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
場

合
」

と
は

「
そ

の
違

反
が

な
か

っ
た

な
ら

ば
、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
っ

た
結

果
の

生
ず

る
可

能
性

の
あ

る
場

合
を

い
う

も
の

 」（
昭

和
２

９
年

９
月

２
４

日
最

高
裁

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

 
・

　
そ

し
て

、
選

挙
に

不
正

行
為

が
あ

っ
た

事
実

に
つ

い
て

は
、「

選
挙

の
無

効
を

主
張

す
る

者
に

お
い

て
立

証
す

る
責

任
が

あ
る

」（
昭

和
２

３
年

７
月

２
９

日
最

高
裁

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

　
当

委
員

会
は

、
こ

の
よ

う
な

観
点

か
ら

、
異

議
申

出
の

理
由

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

判
断

す
る

。
　

申
出

人
は

、
選

挙
妨

害
を

受
け

続
け

た
こ

と
に

よ
り

選
挙

運
動

が
で

き
な

か
っ

た
と

主
張

す
る

が
、

実
際

に
誰

か
ら

ど
の

よ
う

に
選

挙
妨

害
を

受
け

た
か

と
い

う
こ

と
に

つ
い

て
、

具
体

的
な

事
実

に
基

づ
く

主
張

が
認

め
ら

れ
な

い
。

　
ま

た
、

申
出

人
は

、
本

件
選

挙
の

無
効

を
主

張
す

る
が

、
本

件
選

挙
が

ど
の

法
令

等
の

規
定

に
違

反
す

る
の

か
、

何
ら

示
し

て
い

な
い

。
　

さ
ら

に
、

申
出

人
は

、
情

報
公

開
請

求
し

た
異

議
申

出
書

が
改

ざ
ん

さ
れ

て
い

た
と

主
張

す
る

が
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
改

ざ
ん

が
さ

れ
て

い
た

か
に

つ
い

て
主

張
が

な
く

、
当

委
員

会
と

し
て

も
改

ざ
ん

を
し

た
事

実
は

な
い

。
　

よ
っ

て
、

申
出

人
の

主
張

は
採

用
で

き
な

い
。

第
３

　
結

論
　

以
上

の
と

お
り

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
選

挙
の

効
力

を
無

効
と

す
る

申
出

人
の

主
張

は
理

由
が

な
い

。
　

よ
っ

て
、

主
文

の
と

お
り

決
定

す
る

。

　
　

令
和

５
年

７
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
　

一
　

　
　

木
　

　
　

俊
　

　
　

葊



令
和
五
年
八
月
十
四
日

三

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
）

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

  

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
大
分
市
舞
鶴
町
一
丁
目

十
二
番
十
七
号
首
藤
淑
子
か
ら
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
一
　
　
　
木
　
　
　
俊
　
　
　
葊
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

阿
　

　
　

部
　

　
　

良
　

　
　

秀

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

秦
　

　
　

　
　

　
　

喜
　

美
　

恵

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

角
　

　
　

山
　

　
　

光
　

　
　

邦

教
　

　
　

　
示

　
こ

の
決

定
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

こ
の

決
定

書
の

交
付

を
受

け
た

日
又

は
公

職
選

挙
法

第
２

１
５

条
の

規
定

に
よ

る
告

示
の

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

福
岡

高
等

裁
判

所
に

訴
訟

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

る
。（

公
職

選
挙

法
第

２
０

３
条

）

決
　

　
　

定
　

　
　

書

大
分

県
大

分
市

舞
鶴

町
１

丁
目

１
２

番
１

７
号

異
議

申
出

人
　

首
藤

　
淑

子
　

　
　

　
　

　
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
５

年
４

月
２

４
日

付
け

で
提

起
さ

れ
た

同
年

４
月

９
日

執
行

の
大

分
県

知
事

選
挙

（
以

下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

当
選

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

に
つ

い
て

、
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お
り

決
定

す
る

。

主
　

　
　

　
　

　
　

文

　
本

件
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
。

理
　

　
　

　
　

　
　

由

第
１

　
異

議
申

出
の

要
旨

　
申

出
人

は
、

本
件

選
挙

の
当

選
人

佐
藤

樹
一

郎
（

以
下

「
本

件
当

選
人

」
と

い
う

。
）

の
当

選
を

無
効

と
す

る
決

定
を

求
め

て
、

当
委

員
会

に
対

し
異

議
を

申
し

出
た

も
の

で
あ

る
。

　
１

　
異

議
申

出
の

理
由

　
異

議
申

出
の

理
由

を
要

約
す

る
と

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
申

出
人

が
、

令
和

元
年

５
月

７
日

に
大

分
市

選
挙

管
理

委
員

会
に

提
出

し
た

平
成

３
１

年
４

月
２

１
日

執
行

の
大

分
市

長
選

挙
の

選
挙

の
効

力
及

び
当

選
の

効
力

に
係

る
異

議
申

出
書

が
改

ざ
ん

さ
れ

て
お

り
原

本
は

行
方

不
明

で
あ

る
。

　
ま

た
、

以
前

か
ら

情
報

公
開

請
求

を
し

た
複

数
の

文
書

全
て

に
違

法
行

為
が

見
ら

れ
る

。
　

本
件

当
選

人
が

大
分

市
長

を
務

め
た

８
年

間
に

、
大

分
市

役
所

が
行

っ
て

き
た

犯
罪

は
非

常
に

一
大

事
が

多
く

、
本

件
当

選
人

の
当

選
資

格
に

関
し

て
異

議
の

申
出

を
行

う
。

第
２

　
決

定
の

理
由

　
当

委
員

会
は

、
申

出
人

が
本

件
選

挙
の

選
挙

人
で

あ
り

、
本

件
異

議
の

申
出

が
形

式
的

要
件

を
備

え
た

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
適

法
な

も
の

と
認

め
、

受
理

し
た

後
、

慎
重

に
審

理
を

行
っ

た
。

・
　

当
選

の
効

力
に

関
す

る
訴

訟
に

お
い

て
は

、
当

選
無

効
と

な
る

違
法

事
由

は
、「

当
選

無
効

は
当

該
選

挙
が

有
効

に
行

わ
れ

た
こ

と
を

当
然

の
前

提
と

す
る

も
の

で
あ

る
と

こ
ろ

、
そ

の
（

当
選

無
効

）
原

因
と

な
り

得
べ

き
違

法
事

由
に

は
、

当
該

当
選

人
決

定
に

つ
い

て
の

違
法

即
ち

、
当

選
人

を
決

定
し

た
機

関
の

構
成

や
決

定
手

続
の

違
法

、
各

候
補

者
の

有
効

得
票

数
の

算
定

の
違

法
、

当
選

人
と

な
り

得
る

資
格

の
有

無
の

認
定

に
関

す
る

違
法

等
の

み
が

こ
れ

に
当

た
る

も
の

と
解

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

」（
平

成
４

年
１

２
月

１
７

日
名

古
屋

高
裁

判
決

、
同

旨
昭

和
２

８
年

２
月

１
７

日
東

京
高

裁
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。

　
当

委
員

会
は

、
こ

の
よ

う
な

観
点

か
ら

、
異

議
申

出
の

理
由

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

判
断

す
る

。



令
和
五
年
八
月
十
四
日

四

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
告
）

　

　

　

　

　

○
公
　
　
　
　
　
告

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日
　

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　
大
分
都
市
計
画
地
区
計
画
　
判
田
地
区
地
区
計
画
（
大
分
市
決
定
）

二
　
縦
覧
場
所

　
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
　
大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日
　

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

  

　
大
分
都
市
計
画
緑
地
　
十
二
号
　
明
野
緑
地
（
大
分
市
決
定
）

二
　
縦
覧
場
所

　
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
　
大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

　
当

選
人

と
な

り
得

る
た

め
に

は
、

候
補

者
で

あ
る

こ
と

及
び

被
選

挙
権

を
有

す
る

こ
と

等
の

資
格

が
必

要
と

さ
れ

る
。

申
出

人
は

、
本

件
当

選
人

の
当

選
人

た
る

資
格

に
関

し
て

の
異

議
が

あ
る

と
主

張
す

る
が

、
本

件
当

選
人

が
当

選
人

た
る

資
格

を
欠

く
こ

と
に

つ
い

て
具

体
的

な
事

実
に

基
づ

く
主

張
は

認
め

ら
れ

ず
、

証
拠

の
提

出
も

な
い

。
　

さ
ら

に
、

申
出

人
は

、
自

身
が

提
出

し
た

異
議

申
出

書
が

改
ざ

ん
さ

れ
、

情
報

公
開

請
求

を
し

た
複

数
の

文
書

全
て

に
違

法
行

為
が

見
ら

れ
る

と
と

も
に

、
本

件
当

選
人

が
大

分
市

長
を

務
め

た
８

年
間

に
大

分
市

役
所

が
犯

罪
を

行
っ

て
き

た
と

主
張

す
る

が
、

具
体

的
な

主
張

が
認

め
ら

れ
な

い
。

　
な

お
、

本
件

当
選

人
は

、
立

候
補

届
出

を
適

法
に

受
理

さ
れ

て
お

り
、

公
職

選
挙

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

１
０

０
号

）
第

１
０

条
の

規
定

に
よ

る
被

選
挙

権
を

有
し

、
同

法
第

１
１

条
、

同
法

第
１

１
条

の
２

及
び

同
法

第
２

５
２

条
並

び
に

政
治

資
金

規
正

法
第

２
８

条
に

規
定

す
る

被
選

挙
権

を
有

し
な

い
者

に
は

該
当

し
な

い
こ

と
に

つ
い

て
確

認
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

地
方

自
治

法
第

１
４

２
条

に
規

定
す

る
関

係
を

有
す

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

公
職

選
挙

法
第

１
０

４
条

の
届

出
を

し
て

い
な

い
当

選
者

で
あ

る
と

の
確

認
は

で
き

ず
、

本
件

当
選

人
が

、
当

選
人

と
な

り
得

る
資

格
を

有
し

て
い

な
い

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
　

よ
っ

て
、

申
出

人
の

主
張

は
採

用
で

き
な

い
。

第
３

　
結

論
　

以
上

の
と

お
り

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
当

選
の

効
力

を
無

効
と

す
る

申
出

人
の

主
張

は
理

由
が

な
い

。
　

よ
っ

て
、

主
文

の
と

お
り

決
定

す
る

。

　
　

令
和

５
年

７
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
　

一
　

　
　

木
　

　
　

俊
　

　
　

葊

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

阿
　

　
　

部
　

　
　

良
　

　
　

秀

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

秦
　

　
　

　
　

　
　

喜
　

美
　

恵

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

　
員

　
　

角
　

　
　

山
　

　
　

光
　

　
　

邦

教
　

　
　

　
示

　
こ

の
決

定
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

こ
の

決
定

書
の

交
付

を
受

け
た

日
又

は
公

職
選

挙
法

第
２

１
５

条
の

規
定

に
よ

る
告

示
の

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

福
岡

高
等

裁
判

所
に

訴
訟

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

る
。（

公
職

選
挙

法
第

２
０

７
条

）



令
和
五
年
八
月
十
四
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日
　

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　
大
分
都
市
計
画
下
水
道
　
森
雨
水
排
水
ポ
ン
プ
場
（
大
分
市
決
定
）

二
　
縦
覧
場
所

　
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
　
大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
四
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　
大
分
都
市
計
画
道
路
　
三
・
五
・
四
七
号
　
松
原
国
宗
線
（
大
分
市
決
定
）

二
　
縦
覧
場
所

　
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
　
大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課


